
.

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
埼

玉
県
内
の
全
市
町
村
で
構
成
す
る

『
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
』
が
運
営
の
主
体
と
な
り
、

保
険
料
の
決
定
、保
険
証
の
交
付
、

医
療
を
受
け
た
と
き
の
給
付
な
ど

を
行
い
ま
す
。

町
で
は
、
保
険
料
の
徴
収
、
各

種
申
請
・
届
出
の
受
付
、
保
険
証

の
引
渡
し
な
ど
、
被
保
険
者
の
み

な
さ
ん
に
と
っ
て
身
近
な
窓
口
業

務
を
行
い
ま
す
。

新
た
な
医
療
制
度
の
被
保
険
者

と
な
る
方
は
、
埼
玉
県
内
に
お
住

ま
い
の
75
歳
以
上
の
方
お
よ
び
65

歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
害

の
あ
る
方
（
申
請
し
て
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
）
で
す
。
こ
れ
は
現
行
の
老
人

保
健
制
度
に
お
け
る
老
人
医
療
対

象
者
と
同
じ
で
す
。

※
健
康
保
険
組
合
等
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
方
も
対
象
と
な
り
、
4

月
か
ら
は
国
民
健
康
保
険
、
健
康

保
険
組
合
、
政
府
管
掌
保
険
、
共

済
組
合
等
の
医
療
保
険
制
度
を
脱

退
し
、
新
た
に
創
設
さ
れ
る
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

・
75
歳
に
な
っ
た
と
き
（
75
歳
の

誕
生
日
当
日
か
ら
）

・
75
歳
以
上
の
方
が
伊
奈
町
に
転

入
し
た
日
か
ら

・
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
一
定
の

障
害
の
あ
る
方
が
申
請
し
て
広
域

連
合
か
ら
認
定
を
受
け
た
日
か
ら

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は
、

3
月
下
旬
に
配
達
記
録
郵
便
で
お

届
け
し
ま
す
。

平
成
20
年
4
月
1
日
以
降
は
、

75
歳
以
上
の
方
お
よ
び
65
歳
以
上

75
歳
未
満
の
一
定
の
障
害
の
あ
る

方
で
申
請
し
て
広
域
連
合
か
ら
認

定
を
受
け
た
方
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
、

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

2

国の医療制度改革により、75歳以上の高齢者にかかる医療費は、

現在の老人保健制度に代わり、平成20年4月1日から後期高齢者医

療制度で実施されます。

運
営
の
し
く
み

被
保
険
者
（
対
象
者
）

と
な
る
の
は
？

被
保
険
者
証(

保
険

証)

は
い
つ
届
く
の
？

い
つ
か
ら
加
入
す
る
の
？

負
担
は
ど
う
な
る
の
？

被保険者�

市　町　村�

医療機関�

埼玉県後期高齢者医療�
広域連合�

�
（全市町村が加入）�

国�
都道府県�

各医療保険�
（健保・国保）の被保険者�

（0～74歳）�

（７５歳以上の方）�
（６５歳以上で一定の障害のある方）�

医療サービス医療サービス�
（診療）（診療）�

保険料の賦課保険料の賦課�

医
療
費
請
求

医
療
費
請
求�

保
険
料
の
納
入

保
険
料
の
納
入�

各
種
申
請
・
届
出

各
種
申
請
・
届
出�

医
療
費
支
払

医
療
費
支
払�

保
険
証
の
交
付

保
険
証
の
交
付�

保険証の提示保険証の提示�
一部負担金の支払一部負担金の支払�

情報提供情報提供�
負担金の支払負担金の支払�

医療サービス�
（診療）�

保険料の賦課�

医
療
費
請
求�

保
険
料
の
納
入�

各
種
申
請
・
届
出�

医
療
費
支
払�

保
険
証
の
交
付�

保険証の提示�
一部負担金の支払�

情報提供�
負担金の支払�

後期高齢者支援金後期高齢者支援金� 公費負担公費負担�後期高齢者支援金� 公費負担�

【制度のしくみ】�

3月まで�4月から�

老人保健制度�

医療保険制度�
（国保、健康保険組合、�
　政府管掌、共済組合など）�

後期高齢者�
医療制度�

見　本

後期高齢者医療制度がはじまります�
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保
険
料
の
計
算
は
、
埼
玉
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
い
、

保
険
料
の
徴
収
は
、
町
が
行
い
ま

す
。保

険
料
は
、
被
保
険
者
お
一
人

ご
と
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
保
険
料

の
年
額
は
、
均
等
割
と
所
得
割

（
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負

担
す
る
部
分
）
の
合
計
額
と
な
り

ま
す
。

広
域
連
合
が
定
め
た
保
険
料
は
、

均
等
割
額
4
2,

5
3
0
円
、
所

得
割
率
7
・
96
％
で
す
。
年
間
の

保
険
料
額
の
上
限
は
50
万
円
で
す
。

①
所
得
の
低
い
方
は
、
保
険
料
の

う
ち
均
等
割
の
部
分
が
軽
減
（
7

割
、
5
割
、
2
割
）
さ
れ
ま
す
。

（
下
表
）

②
制
度
加
入
直
前
に
健
康
保
険
組

合
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
、
共
済

組
合
等
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
20

年
4
月
か
ら
9
月
ま
で
保
険
料
を

凍
結
し
、
10
月
か
ら
平
成
21
年
3

月
ま
で
保
険
料
を
9
割
軽
減
す
る

特
別
対
策
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

※
①
、
②
と
も
に
該
当
と
な
る
方

に
は
、
①
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
（
特
別
徴

収
）。ただ

し
、
年
金
給
付
額
が
年
額

18
万
円
未
満
の
方
ま
た
は
、
介
護

保
険
料
と
合
わ
せ
た
保
険
料
が
年

金
額
の
2
分
の
1
を
超
え
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
町
か
ら
送
付
す
る

納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す

（
普
通
徴
収
）。
な
お
、
納
付
に
は

口
座
振
替
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。

現
在
、
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

と
き
は
、「
保
険
証
」
と
「
老
人

保
健
法
医
療
受
給
者
証
」
の
2
枚

が
必
要
で
し
た
が
、4
月
か
ら
は
、

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」

1
枚
で
受
診
で
き
ま
す
。

窓
口
で
は
、
現
在
の
老
人
保
健

制
度
と
同
様
、
か
か
っ
た
医
療
費

の
一
部
（
1
割
。
た
だ
し
現
役
並

み
所
得
者
は
3
割
）
を
負
担
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

病
気
や
け
が
の
治
療
を
受
け
た
と

き
、
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
、

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
補
装
具
を
作

っ
た
と
き
、
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
た
と
き
の
費
用
な
ど
、
現

行
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
の
給

付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
1
か
月
の
医
療
費
の
自

己
負
担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
と

き
は
、
超
え
た
額
が
高
額
療
養
費

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

入
院
中
の
食
事
に
か
か
る
費
用

の
う
ち
、
一
部
（
標
準
負
担
額
）

を
被
保
険
者
の
方
々
に
負
担
し
て

い
た
だ
き
、
残
り
を
入
院
時
食
事

（
生
活
）
療
養
費
と
し
て
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
が
負
担
し
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入

院
の
際
に
標
準
負
担
額
が
減
額
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。「
限
度

額
適
用
･
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

町
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
課
医
療
係
○内
２
１
２
８

3

保
険
料
の
計
算
・
徴
収

保
険
料
の
軽
減
措
置

保
険
料
の
納
め
方

ど
ん
な
給
付
を

受
け
ら
れ
る
の
？

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

と
き
は
？

�埼玉県2005

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等（公
的年金所得は１５万円〈高齢者特別控除〉を控除する）�

３３万円（基礎控除額）を超えない世帯�

３３万円＋２４．５万円×世帯の被保険者数（被保険者
である世帯主を除く）を超えない世帯�

３３万円＋３５万円×世帯の被保険者数（本人を含む）
を超えない世帯�

低所得者に対する軽減措置�

※基礎控除額などの数字は、税制改正などで変わることがあります。�

軽減の割合�

７割減額（軽減）�

５割減額（軽減）�

 ２割減額（軽減）�

低所得者に対する軽減措置例� ※世帯主である夫と妻の２人世帯で�
　年金収入額が表中の場合�

総所得金額� 所得割額（ア）� 均等割額（イ）�
42,530円�

合計額（ア＋イ）�

―�
（７割軽減）�
12,750円�

妻�
年金収入�
　  79万円�

0円� 12,750円�

夫�
年金収入�
　168万円�

（７割軽減）�
12,750円�

48万円� 24,690円�
（48万円－33万円）�
×7.96％＝11,940円�

問
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